
各自治体における危機管理関係条項 

自治体名 条項抜粋 

北海道 

 

（緊急の事態への対処等に関する体制の整備等） 

第 14 条 道は、食品を摂取することにより道民の健康に係る重大な被害が発生し、又は発生するおそれがある緊

急の事態への対処及び当該事態の発生の防止に必要な体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 

（道民からの申出） 

第 26 条 道民は、食品の安全性又は食品の表示に対する信頼が損なわれる事態が発生したと認められる情報又は

そのおそれがあると認められる情報を得たときは、知事に対して適切な対応をするよう申出をすることができる。 

２ 知事は、前項の申出があった場合において、相当の理由があると認めるときは、関係法令に規定する必要な措

置を講ずるものとする。 

東京都 

 (緊急時の対応) 

第 25 条 都は、食品による重大な健康に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合に、迅速かつ適切に対処

するための緊急体制の確立その他の必要な措置を講ずるものとする。 

名古屋市 

 (食の危機管理体制の整備等) 

第８条 市は、食の安全の確保に重大な悪影響が生ずることを防止するため、当該悪影響が生じ、又は生じるおそ

れがある緊急の事態に迅速かつ適切に対処することができるよう体制の整備その他の必要な措置を講じなければ

ならない。 

 

(緊急事態への対処) 

第 15 条 市長は、食の安全の確保に重大な悪影響が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必

要があると認めるときは、法令に定める措置をとる場合を除き、当該事態を生じさせ、又は生じさせるおそれがあ

る事業者に対し、その旨の発表、食品等の回収その他必要な措置をとるよう指導し、又は勧告することができる。 

京都市 

 (緊急の事態に対処するための体制の整備) 

第８条 市は、食品等による人の健康に係る重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事

態に対処するため、当該事態の発生を防止するために必要な体制を整備するよう努めなければなら

ない。 
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